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守谷市一般任期付職員（技師）試験の案内 

 

＜受付期間＞令和７年５月９日（金）～令和７年５月３０日（金）【必着】 

この試験を受験する方は、今後実施する守谷市職員採用試験（６月上旬に受験案内公開予定）も受験

することができます。技師についても、今回の試験とは異なる受験資格で、任期の定めがない職員の採

用試験を実施する予定です。 

 

１ 一般任期付職員について 

 専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識

経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を市役所内部で確保

することが一定の期間困難である場合に、選考により任期を定めて採用する職員です。 

 

２ 募集職種、募集人数、主な職務内容 

職 種 人数 主な職務内容 

技師 

（係長） 
若干名 

（仮称）守谷 SAスマートインターチェンジの早期開通に向け

て、詳細設計、用地測量調査、工事契約等、土木関係の専門的

業務に従事します。 

 

３ 任期 

 令和７年７月１日から令和１０年６月３０日まで 

※状況により採用日を変更する場合があります。 

※勤務実績等により、採用日から５年を限度に本人の同意を得て延長する場合があります。 

 

４ 受験資格 

以下の（１）及び（２）を満たす者 

（１）昭和３６年４月２日から平成９年４月１日に生まれた者 

（２）次の要件の全てに該当する者 

①民間企業、国、地方公共団体その他団体において、道路もしくは構造物の設計また  

は都市計画道路等の計画または土木工事の監督または施工管理に係る業務に通算し  

て１０年以上従事した経験がある者 

②ＣＡＤを使用し設計ができる者 
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③学校教育法に基づく大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修め    

て卒業した者 

 

◆次のいずれかに該当する者は受験できません。 

  （１）日本の国籍を有しない者 

  （２）地方公務員法第１６条に定める欠格条項に該当する者 

    ・禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者 

    ・守谷市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しな

い者 

    ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を

暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入

した者 

 

５ 試験の日時及び会場 

 第一次試験 第二次試験 

試験内容 書類審査 適性検査 個人面接試験 

試験日程 

５月３０日（金）までに 

受験申込書及びエントリ

ーシートを提出（必着） 

６月９日

（月）まで 
６月１６日（月） 

試験会場 ― WEB方式 
守谷市役所 

（守谷市大柏９５０－１） 

合否発表 ６月１０日（火）頃 ６月下旬 

◆適性検査は、自宅等でご自身のパソコン・スマートフォン等を使って受験していただ

きます（所要時間約４０分）。 

◆第二次試験の際は、顔写真付きの身分証をご持参ください。 

 

６ 試験の方法 

試験種目 内        容 

書類審査 
エントリーシートについて、形式面（誤字・脱字等）

及び内容面から審査 

適性検査 
事務職員としての適応性を、正確さ・迅速さ等の作業

能力の面からみる検査 

個人面接試験 
職務遂行に必要な知識・能力及び人物についての評価

を行う個別面接試験 
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７ 受験の手続 

（１）申込方法 

受験申込書及びエントリーシートに必要事項を記入し、郵送してください。 

・最近３か月以内に撮影した写真（縦４．５ｃｍ×横３．５ｃｍ、上半身、脱帽、

正面向きのもの）を貼付してください。 

 

（２）郵送先 

〒３０２－０１９８ 守谷市大柏９５０番地の１ 

守谷市役所総務部総務課職員グループ 

 

８ 合格者の発表 
各試験終了後、速やかに受験者全員に試験結果を通知します。 

 

９ 給与・勤務条件等（令和７年４月時点） 

（１）初 任 給 ３０４，１９２円／月（地域手当１２％を含む） 

（２）昇  給 あり（年１回） 

        ※５５歳以上は原則として昇給なし 

（３）諸 手 当 通勤手当、住居手当、扶養手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当、期

末・勤勉手当（年２回）等がそれぞれ条件に応じて支給されます。 

（４）勤務時間 午前８時３０分～午後５時１５分まで（休憩時間 正午～午後１時） 

（５）休  日 土・日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

（６）休  暇 年次有給休暇及び特別休暇（夏季休暇、子の看護等休暇等） 

（７）共済組合 職員やその家族の生活安定と福祉向上を目的とした給付事業等が利用

できます。 

（８）健康管理 定期健康診断を受けることができます。 

（９）服務   任用期間中は、地方公務員として、営利企業等の従事制限など地方公

務員法の服務に関する規定が適用されます。また、採用日から６か月

間は条件付採用期間となります。 

 

１０ 問合せ先 
  守谷市役所 総務部 総務課 職員グループ 

  〒３０２－０１９８ 茨城県守谷市大柏９５０番地の１ 

  ℡０２９７－４５－１１１１ 内線２２３・２２４ 


